
南岳山頂火口

昭和火口

桜島

垂水市

3. 早崎退避壕

4. 前崎退避壕
5. 居世神退避壕

2. 小浜退避壕

1. 脇登退避壕

鹿　児　島　湾
（錦　　江　　湾）

垂水小学校

水之上体育館

水之上小学校

柊原小学校

新城地区公民館

新城小学校

牛根地区公民館

境小学校

垂水市市民館

垂水市桜島火山ハザードマップ

火山

火
山

避難所

退避壕

影響範囲 いつ・どうなる

マ
ッ
プ
の
説
明

立ち入り禁止区域
（南岳山頂火口および昭和火口より2km）
強い山頂噴火時に噴石が到達する可能性のある
範囲
大規模噴火後まもなく火砕流と熱風が到達する
可能性のある範囲
大規模噴火とほぼ同時に噴石が到達する可能性
のある範囲

【参考】昭和火口から10kmの目安
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種別 名称 対象
範囲

レベル　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(キーワード) 火山活動の状況 住民等の行動及び

登山者・入山者等への対応 想定される現象等

特
別
警
報
　
　
　
　
　
　

噴
火
警
報(

居
住
地
域)

又
は
噴
火
警
報

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側

５ 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生、あるいは切迫している状態
にある。

危険な居住地域からの避難等
が必要。

●全島に影響する溶岩流や火砕流、墳石飛散。
●噴火が発生し、溶岩流や火砕流が一部居住地域に

到達、あるいはそのような噴火が切迫している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●住居地域に大きな噴石飛散。

(避 難)

４ 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生すると予想される(可能性が高
まっている)。

警戒が必要な居住地域での避
難の準備、要配慮者の避難等
が必要。

●噴火活動の高まり、有感地震多発や顕著な地殻変
動等により、噴石や火砕流、溶岩流が居住地域に
到達するような噴火の発生が予想される。

●居住地域近くまで大きな噴石飛散。
(避難準備)

警
報

噴
火
警
報(
火
口
周
辺)

又
は
火
口
周
辺
警
報

火
口
か
ら
居
住

地
域
近
く
ま
で

3 居住地域の近くまで重大な影響を及
ぼす(この範囲に入った場合には生命
に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは
発生すると予想される。

住民は通常の生活。状況に応
じて要配慮者の避難準備等。
登山禁止や入山規制等危険な
地域への立入規制等。

●火口から概ね２㎞以内に噴石飛散。
●火口から概ね２㎞以内に火砕流が到達。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●地震多発や傾斜変動等により、火口から概ね２㎞以

内に噴石飛散するような噴火の発生が予想される。
(入山規制)

火
口
周
辺

2 火口周辺に影響を及ぼす(この範囲に
入った場合には生命に危険が及ぶ)噴
火が発生、あるいは発生すると予想
される。

住民は通常の生活。火口周辺へ
の立入規制等。 ●火口から概ね１㎞以内に噴石飛散。

(火口周辺規制)

予
報

噴
火
予
報

火
口
内
等

1 火山活動は静穏。火山活動の状態に
よって、火口内で火山灰の噴出等が
見られる(この範囲に入った場合には
生命に危険が及ぶ)。

状況に応じて火口内への立入
規制等。

●火山活動は静穏、火口内および一部火口外に影響
する程度の噴出の可能性あり。(活火山である　　　　　　　

ことに留意)

注１）ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。
注２）レベル１～３では、南岳山頂火口及び昭和火口で発生する噴火を想定している。
注３）過去、海底噴火も発生しているが、海底噴火については、噴火地点が想定できないため記載していない。海底噴火が発生した場合は保全対象までの距離

を考慮した上でレベルを決定する。
注４）レベル１～３では、南岳山頂火口及び昭和火口から半径２㎞以内を立入規制とする。

振興会 避難集結地 避難所
下園 協和中学校 垂水小学校
松元 協和中学校 垂水小学校
湯泉場 協和公民館 垂水小学校
飛岡 なぎさ荘 柊原小学校
西和田 なぎさ荘 水之上小学校
東和田 なぎさ荘 水之上小学校
崎山 源園バス停 新城小学校
恵比須 源園バス停 新城小学校
大浜 源園バス停 新城小学校
源園 源園バス停 垂水市市民館
岡 岡バス停 新城地区公民館
迫田 岡バス停 水之上体育館
脇登 脇登退避壕 水之上体育館
小浜 小浜退避壕 水之上体育館
牛根麓 前崎退避壕 境小学校・牛根地区公民館

設置エリア 施設規模（㎡）
1 脇登退避壕 10.0 
2 小浜退避壕 10.0 
3 早崎退避壕 21.0 
4 前崎退避壕 21.0 
5 居世神退避壕 10.0 

退避壕

桜島の噴火警戒レベル

振興会別  避難集結地および避難所

立入・避難規制の種類

●自主避難 火山活動が活発化した場合できるだけ早めに避難しま
しょう。

●避難勧告避難指示
原則として市長から出されます。生命、身体を保護す
るために必要と認める地域に立ちのきを求めるもので
す。急を要する場合には、避難指示が出されます。

●警戒区域 原則として市長が設定します。災害応急対策に従事す
る者を除いて、立入を制限または禁止します。

火
山

13


